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■Ａ中央卸売市場（消費地市場）

〇聴取内容（聴取先：事業者ａ） 

・売買参加者の承認は開設者Ａが行うことになっているが、申請は組合経由でないと出来ず、 

組合の窓口で申請書類一式を貰う必要がある。資格の事前審査を組合が行っている。 

・卸売業者や仲卸業者や売買参加者の紹介がないと信用が担保されていないとして相手に

されない。実質的な紹介制度が存在する。

・売買参加者となるためには５年間の実務年数（水産のみ）を求められるため、水産は売買

参加者とならずに卸売業者から相対で取引を行っている。

・青果は売買参加者となったが、代払いを売買参加者の組合が行っているため、組合加入が

必須。

・買参権の申請方法について、自治体のホームページには詳細が明記されていない。組合か

ら貰ったパンフレット等には資格要件（経験年数・組合加入・保証金等）の記載あり。

・決済口座は組合に指定された銀行で開設する必要がある。完納奨励金制度の管理のためと

いうことで、組合に通帳を預けることが求められている。 

〇聴取内容（聴取先：事業者ｂ） 

・売買参加者の承認は開設者Ａが行うが、申請書類の提出方法は所属する組合経由となって

おり、申請書類一式も組合の窓口で貰う必要がある。 

・申請にあたって、所属組合の理事長の推薦状とＡ中央卸売市場の既存の卸売業者・仲卸業

者・売買参加者から同意書を取ることを求められる。

・申請書類提出から取引開始までの標準的な流れは以下のとおり。

所属組合経由で参加申請提出→組合の役員会審議→組合承認→組合経由で開設者Ａへ申

請書類提出→開設者Ａ承認→所属組合から申請者へ承認可否の通知→取引開始。必要書類

は約２０種類もある。

・新規参入する方法がオープンではないため、Ａ中央卸売市場の市場関係者の手引きがない

と参入は困難である。 

・代金決済は組合経由のため組合加入が必須。３日に１回のスパンで組合から決済を求めら

れるため、現金で購入しているのと同じようなもので、運転資金の都合上、事業拡大が難

しい。 

・新規参入の審査時に求められた基準は、青果の取引経験３年以上、組合加入、保証金の３

つ。審査基準等については、口頭説明のみで書類は貰っていない。
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■Ｂ中央卸売市場（消費地市場・産地市場） 

 

〇聴取内容（聴取先：Ｂ） 

・売買参加者の承認について、他市場は既存の仲卸業者や売買参加者の推薦が求められてい

ると聞くが、書類の交付から審査・承認まで全て開設者であるＢが直接行っている。 

・承認の対象となるのは、個人の場合は住所がＢ県内に継続して３年以上あるもの。法人の

場合は本店所在地がＢ県内に継続して３年以上あるもの。 

・資格要件として３年以上の実務経験が必要。資力・信用の判断に必要な期間として「３年」

と設定している。 

・また、承認の要件として、前年の購入実績が一定金額以上であることを求めているが、所

在地が市内と市外で条件が異なる。市内に住所を有する事業者は新規申請時の前年度購入

額が 1,300万円以上、市外（県外の業者の除く）は 6,000万円以上。県内の卸売市場の閉

鎖などがあり、市外の事業者が参加しやすくするために、基準額の見直しをすることを考

えている。 

・当市場で購入して県外の他の市場に直接出荷する売買参加者について新規申請時の前年

度購入額は 8,500万円。現在、７事業者を承認している。県外との取引では、相応の規模

が必要と考えており、こちらの基準の引き下げは考えていない。 

・売買参加者の更新承認時において、実際の購入金額（前年度購入額）が少ない場合は承認

を取り消すこととしており、その金額基準は市内が 200万円、市外（県外の業者除く）が

2,000万円、県外の他の市場に直接出荷する売買参加者は 3,000万円。更新基準について

も見直しを考えている。 

・新規承認申請の受付は３年ごとになっているが、他の中央卸売市場に倣い、毎年の受付に

見直しを検討している。 

・売買参加者の募集は、市場での前年の購入実績が一定以上ある者が承認対象なので、告知

等は行っておらず市場内における掲示及び放送により募集を行っている。 

・新規に売買参加者を承認した際、関係のある仲卸業者や売買参加者に対して、承認した根

拠を丁寧に説明するなどして対応している。 

・代払いは、組合ではなく、そのために設立された清算会社で行っている。 
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■Ｃ地方卸売市場（消費地市場） 

 

〇聴取内容（聴取先：Ｃ、Ｃ買受人協同組合） 

・売買参加者の承認について、当時の市長の意向で差別をせず、参入を認めるという方針で、

新規参入が認められており、他の市場では量販店が認められてないところもあるが、当市

場では、県内大手スーパーも売買参加者になっている。量販店等の参入を認めなかった県

外の組合などでは、組合を維持できなくなったところもあり、当組合では新規参入を歓迎

している。（組合） 

・卸売業者との決済は、１と６のつく日の現金払い。支払いできない場合は、組合が代払い

を行うことになっている。（組合） 

・申請から承認までの流れは、市の窓口で申請書類を受け取り、組合にて知識及び経験又は

資力・信用の審査を実施（申請書に組合長の判子が必要）、市が卸売市場運営委員会に意

見を求め、最終的に市が承認する。組合は新規参入を拒むことはしていない。（市） 

・承認対象となる仲卸業者は、取引業務を３年以上、かつ経営経験を３年以上有するもの。 

売買参加者は、取引業務を３年以上、かつ経営経験を２年以上有するもの。他市場の経験 

年数は対象外となる。(市) 

 ・仲卸業者や売買参加者の承認には、事業計画書において年間の取扱金額や仕入金額が一定

額以上であることを求めているが、市場の取扱高が減少している中でも、見直しは行って

いない。この金額が高すぎることが新規参入の妨げになっているのではないかと考えてい

るが、仲卸業者や売買参加者の承認要綱を変更する際は、市で案文を作成し、卸売市場運

営委員会に諮る必要があり、見直しは容易ではなく、国の方から見直しを促されば、取組

がしやすくなる。（市） 

 ・組合加入せずに仲卸業者や売買参加者になった場合、支払い保証がないため卸売業者は取

引を行わない。実質的には組合加入が必須である。（組合） 
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■地方卸売市場Ｄ魚市場（産地市場） 

 

〇聴取内容（聴取先：Ｄ、Ｄ漁業協同組合） 

・承認者である市は、買受人の承認をしようとするときは、「あらかじめ卸売業者（漁協）

の意見を聴くもの」との規定に基づき、卸売業者に意見を求めたうえで、規程に定められ

た承認基準に基づき、承認を行っている。（市） 

・卸売業者である漁協では、新規買受人の申込審査に用いる基準を独自に定め審査し、市に

意見していることから、実質的には卸売業者の基準をクリアした者が市に承認の申請を行

っている。（市） 

・申込人の範囲は、満 10 年以上、同一買受人又は生産者のもとで勤務したもの等がある。

（漁協） 

・経験年数３年以上、かつ既存の買受人が必要な知識経験を取得したものであると認め、販

売した買受人からの推薦を受ける必要がある。（漁協） 

・Ｄ魚市場においての取扱実績期間と暫定期間を合わせ市長の承認を得るまで最短４年、最

長８年の期間を要する。（漁協） 
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■Ｅ地方卸売市場（消費地市場・産地市場） 

 

〇聴取内容（聴取先：Ｅ） 

・売買参加者の承認者は市であるが、青果は承認基準があるものの、水産は承認基準が作成

されておらず、過去の承認時の決裁文書では、申請書と承認書しか残っていないため、ど

のような審査・判断を行い、承認したかは不明。 

・これまで、仲卸業者の新規承認はない。売買参加者は３件あるが、世襲のケースのみ。 

・卸売業者の主要な出資者が仲卸業者であり、卸売業者は仲卸業者に気兼ねして、新規参入

を進めることができない。 
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■Ｆ地方卸売市場（産地市場） 

 

〇聴取内容（聴取先：Ｆ） 

 ・買受人の承認は開設者Ｆが行っており、希望者がＦの窓口に来訪する。承認基準は条例と

規則で定めており、審査項目は反社の該否・禁錮や罰金刑の有無・業務遂行に必要な知識

経験又は資力の有無等がある。対象者が個人の場合、本籍地の市町村役場や警察に照会を

行い、該非を確認する。 

・条例や施行規則で定める承認基準のほかに、前年度の取引実績や経験年数何年以上といっ

た審査項目はない。 

・今年度、Ｆ市場で新規の買受人の申請は２件。いずれも、Ｆ市場内の買受人の従業員が独

立するケースであり、知識経験は備わっていると判断出来た。外部から新規参入してくる

ケースは殆どない状況。 

・承認プロセスにおいて、市場関係者（他の買受人や組合等）から同意や承認を得る必要は

ない。卸売市場法改正前の古い条例では、買受人の申請書類は卸売業者経由で提出を求め

ており、卸売業者の意見書も添付する運営だったが法改正に伴い見直しを行った。また、

買受人の組合加入は必須ではない。 
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■Ｂ中央卸売市場（消費地市場・産地市場） 
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■Ｃ地方卸売市場（消費地市場） 
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■地方卸売市場Ｄ魚市場（産地市場） 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




